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イノシシ用電気柵・ワイヤーメッシュ柵の購入経費を補助します 
 

玉野市有害鳥獣防止対策事業費補助金による設置補助 
 

   玉野市役所農林水産課 
 

 イノシシによる農作物被害を防ぐため、電気柵を購入して農地の周囲に設置した方に補助金を交

付します。 

 

１ 補助の要件  

（１）補助対象者  玉野市に住所を有し、市税を滞納していない個人又は法人で、次の①、

②のいずれかに該当する者 

① 玉野市内の農地 10アール（1反、1,000平方メートル）以上を耕

作している者（所有権又は農地法による貸借権、農業経営基盤強化

促進法による利用権及び民法（明治 29年法律第 89号）による農作

業受委託に基づくもののいずれかの権限に基づき耕作しているこ

と。） 

② みどりの館みやま（玉野市農林水産振興センター）に農産物の販

売者登録をし、年会費を支払っている者 

 なお、①、②のいずれにも該当しない方であっても、合計 10 アール以

上の一団の農地を耕作する 2 人以上の個人が、周囲を単一の電気柵又は

ワイヤーメッシュ柵で囲い、耕作者全員の連名で申請する場合は、補助対

象とします。 

 

（２）補助対象経費  田、畑、樹園地の周囲に設置した、イノシシ用電気柵（柵線 2 段以上の

もの）又はワイヤーメッシュ柵一式の購入経費 

 ただし、設置延長１００メートル以上で、購入日から 1年以内に補助申

請したものに限る。 

 

（３）補助額 【電気柵】補助対象経費の 2分の 1、又は設置延長 1メートルにつき 

２００円のいずれか低い額 

【ワイヤーメッシュ柵】補助対象経費の 2分の 1、又は設置延長 1メー

トルにつき３５０円のいずれか低い額 

  

なお、年度の途中で補助申請の総額が予算額に達した場合、補助申請の

受付を終了する場合があります。 

 

 

 （裏面へ） 
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２ 申請手続きの流れ  

（１）電気柵・ワイヤー

メッシュ柵購入、設置 

 購入、設置に当たっては、補助の要件に合致するかどうかをよくご確認

ください。                        

ご不明な点がある場合は、必ず玉野市役所農林水産課へ事前にご相談く

ださい。 

 

（２）補助金交付申請  必要事項を記入した所定の補助金交付申請書に、次の書類を添付して、

玉野市役所農林水産課へご提出ください。 

① 電気柵又はワイヤーメッシュ柵資材の領収書（申請者名義の宛

名※、購入日、金額、品名、電気柵の場合は延長の記載があるもの、

ワイヤーメッシュ柵の場合はサイズ及び数量の記載があるもの）の

原本又はコピー 

（領収書に電気柵の延長又はワイヤーメッシュ柵のサイズ及び数

量の記載がない場合、明細の記載がある納品書等を添付してくだ

さい。） 

※ 連名で申請する場合は、申請者のうちいずれか 1人の宛名でよい。 

② 電気柵又はワイヤーメッシュ柵設置箇所の位置図 

③ 電気柵又はワイヤーメッシュ柵設置後の写真（電気柵の場合、電

源装置がわかる写真と、電気柵全体がわかる写真） 

 

（３）補助金交付決定  交付申請書受付後、申請内容を審査し、補助金交付決定通知書を申請者

あてに郵送します。 

 申請内容に不備があり修正を求める場合は、交付決定通知が遅れること

があります。 

 申請内容が補助の要件に該当しない場合は交付決定されません。 

 

（４）補助金の請求  交付決定通知書が届いたら、同封された請求書に補助金の振込先口座等

の必要事項を記入し、農林水産課に提出してください。（郵送可） 

 

（５）補助金の振込  請求書受付後、指定した口座に補助金を振り込みます。振込以外での受

け取りはできません。 

 

 

３ 補助金の申請、お問い合わせ先 

 玉野市役所（２階） 農林水産課 イノシシ対策係 

   〒706-8510 玉野市宇野 1 丁目 27 番 1 号 

   電話 0863-32-5535 


